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前回のおさらい・質問の返答
Q4月からの医療DX推進体制整備加算1～3について。
電子処方箋を発行できる体制にはありますが、ベンダーに確認したところ「紙の処方箋には
引換番号が印字されません。」と言われました。その場合は、医療DX推進体制整備加算
1～3は算定できず、4～6の算定になってしまうのでしょうか

A、施設基準に電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制（原則として院
外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行するこ
と）を有していること」とありますが、紙の処方箋で引換番号が印字されなければ4～6の算
定になります。引換番号とは、処方せん毎に発行される6桁の数字で、電子処方箋を利用
した際に、医療機関で渡される処方内容の控えに記載されているものになりますので、電子
処方せんを発行できる体制も整い、処方内容の控えに記載される状態になりましたら、医
療DX推進体制整備加算の1～3の算定が可能となりますので、算定される前にベンダーさ
んへお問い合わせください。



前回のおさらい・質問の返答
Q電話再診をした場合は、外来・在宅ベースアップ評価料は算定可能ですか

A算定要件に別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に 
 対して初診、再診、訪問診療を行った場合に算定できるとあるため、電話再診の場合は
 保険医療機関を受診していないと解されるため、査定される可能性もゼロではございますが、
 実際には電話再診でも算定されているクリニック様がほとんどかと思います。こちらに関しまして
 詳しい疑義解釈が出ていないため、地域性等あるかと思いますので算定の際には
 一度、支払基金等に確認されてから算定するのがよいかもしれません  

Qマイナ保険証利用率の実績は月ごとに変動すると思うのですが、変動によって
区分が変更になった場合、再度届出は必要ですか?

Aマイナ保険証の利用率は毎月変動しますが、すでに医療DX推進体制整備加算の届出をお
こなっている場合で、マイナ保険証利用率の実績による施設基準に応じて区分変更になる場
合、当該区分変更に関する届出は不要とされています。





【ヘリコバクター・ピロリ感染症の検査について】
対象患者
・内視鏡検査又は造影検査において
 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者
・胃MALTリンパ腫の患者
・突発性血小板減少性紫斑病の患者
・早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者
・内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者

上記病名が確定病名であり、検査実施されたさいには、「ヘリコバクター・ピロリ感染症の疑い」がなければ
返戻・査定の対象になってしまうためご留意ください。



となっています。



除菌前の感染診断の請求がないヘリコバクター・ピロリ除菌療法につい
て、内視鏡検査による胃炎の診断及びヘリコバクター・ピロリの感染 診断
（陽性）が、他医療機関（検診も含む）で実施された場合の取扱い
について
内視鏡検査による胃炎の診断及びヘリコバクター・ピロリの感染診断
（陽性）が他医療機関（検診も含む）で実施され、その旨がレ セプト
に記載されていれば、除菌前の感染診断の請求がない場合であっても、
ヘリコバクター・ピロリ除菌療法は原則として認められる

内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は
十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者 及び
内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者   について



除菌後も「陽性」判定の場合 

二次除菌の請求の注意点
再度除菌することは可能であるが、除菌終了年月日の記載が必要です。
除菌失敗し再度除菌を行う旨の詳記していただく必要があります。

除菌失敗のため二次除菌は行えるが、
三次除菌の保険請求は行えない。



ご静聴ありがとうございました

  ご不明点・ご相談ごとございましたら
  申し込みメールアドレスへ
  ご連絡いただきますようお願いいたします。

info@medical-takt.com


